
資料３

第４期北海道医療費適正化計画の一部改定(素案)に関する
パブリックコメント等の概要

計 画 名 「第４期北海道医療費適正化計画」の一部改定（素案）

一部改定 〇後発医薬品の使用促進に係る数値目標を、新たな国の目標と同様に改定する。
（素案） また、改定に伴い、後発医薬品の使用に係る取組効果額を変更する。
の概要

第３章 基本理念と目標
・第２節 医療費適正化に向けた目標

２ 医療の効率的な提供の推進に関する達成目標

(４) 後発医薬品の使用促進
後発医薬品の使用割合（数量ベース） ８０％以上
後発医薬品の使用割合（金額ベース） ６５％以上 【追加】

・第３節 計画期間における医療費の見通し

・後発医薬品の使用促進による取組効果額を、数量ベースの目標に係る効果額
（２９．７億円）から金額ベースの目標に係る効果額（８２．９億円）に変更

・変更により、目標を達成した場合の本道医療費（Ｒ１１年度）は、従前の見込
額から５３億円減少し、２兆５，２２５億円の見込み

意見募集等 ① ホームページ等で計画の一部改定素案等を公表し、電子メール、郵便、ファクシミリに
内容 より意見募集

（期間）令和７年９月１６日～令和７年１０月１５日
（件数）延べ １件（一般：０件、こども：１件、 団体：０件）

② 市町村照会の実施
（期間）令和７年９月１６日～１０月１５日）
（件数）延べ ０件

③ 北海道保険者協議会医療費適正化部会及び北海道医療費適正化計画検討協議会の開催
（令和７年１１月書面開催）
（件数）延べ ０件

＜①、②、③の意見に対する道の考え方の区分別件数＞

区分 道 の 考 え 方 件 数

Ａ 意見を受けて素案を修正したもの ０件

Ｂ 素案と意見の趣旨が同様と考えられるもの ０件

Ｃ 素案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの ０件

Ｄ 素案に取り入れなかったもの １件

Ｅ 素案の内容についての質問等 ０件

【参考：こども向けパブリックコメント】
こども基本法を踏まえ、こどもからアンケート形式により意見募集
（期間）令和７年９月１６日～令和７年１０月１５日
（件数）２人（小学生：０人、中学生：２人、高校生：０人、 その他：０人）

主な意見 【区分Ｄ：素案に取り入れなかったもの】

○ 人の命がかかっているものに値段をつけるのはわけがわからない。


